
 

令和５年度 財務定期監査（監査対象：福祉局（介護保険課、国保年金医療課）） 

 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

○ 指 摘 事 項 

(1) 契約に関する事務 

イ 次年度以降にわたる契約を適正に行うべき

もの 

神戸市国民健康保険・後期高齢者医療コール

センターの執務室の賃貸借契約について、債務

負担行為によらず、契約期間は令和４年８月１

日から令和６年７月 31日までとし、「期間満了

の６か月前までに甲又は乙から相手方に対す

る書面による別段の意思表示がないときは、本

契約はさらに契約明細表記載の期間（２年）更

新されるものとする。」という自動更新条項が

付されていた            （国保年金医療課） 

本契約は、令和５年度以降、歳入歳出予算の

削除又は減額があった場合、解約の６か月前ま

でに相手方に対し、書面によりその旨を予告の

上、本契約を解約することができること、ただ

し６か月以内に解約を行いたい場合には、神戸

市は解約日までの賃料及び共益費のほか諸費

用と予告期間に不足する期間相当の賃料及び

共益費相当額を相手方に支払った上、本契約を

解約することができるとされている。また、令

和６年７月 31 日までに、本契約を解約すると

きは、解約違約金として、別途、金 433,280 円

（消費税等別途）を払わなければならないとし

ている。 

不動産を借りる長期継続契約は、地方自治法

（以下「自治法」という。）第 234 条の３で、「普

通地方公共団体は、翌年度以降にわたり、契約

を締結することができる。この場合において

は、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲

内においてその給付を受けなければならな

い。」としている。 

債務負担行為による契約は翌年度以降の歳

出予算を拘束する一方、長期継続契約は、議会

の議決を要する債務負担行為の例外とされ、給

付が各年度の予算の範囲内に限られている。 

「神戸市長期継続契約を締結することができる

 

 

賃貸借契約先と調整した結果、令和

７年度より債務負担行為を設定した

うえで複数年契約を行うこととした。 
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契約に関する条例」の事務取扱い（令和４年３

月 29日行財政局契約監理課長決裁）では、「予

算の減額・削除により契約の変更・解除を行っ

た際に、違約金、損害賠償金を支払う必要があ

る場合は、長期継続契約ではなく債務負担行為

によること。」と示されている。また、後年度予

算の裏付けがない状態で、後年度における契約

の継続を約束する自動更新条項を設定するこ

とはできないとされている。 

①毎年、年度ごとに契約を締結するか、②債務

負担行為（自治法第 214 条）を設定したうえで

複数年で契約するか、③解約違約金条項を削除

できるのであれば、長期継続契約（自治法第 234

条の３）の対象となるため、「翌年度以降におい

て、歳出予算の減額又は削除があった場合は、

当該契約は変更又は解除する。」旨の条項を付し

て長期継続契約とするか、いずれかの方法によ

るべきである。 

 


